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（趣旨） 

第１条 この要綱は、茨城県立医療大学に勤務する非常勤講師（以下「非常勤講師」という。）の取扱いに

関し必要な事項を定める。 
（身分） 

第２条 非常勤講師は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項第３号に規定する非常

勤特別職とする。 
（職務） 

第３条 非常勤講師は、専任の教員が得られない場合の授業科目を担当し、又は演習、実験及び実技につ

いて担当若しくは補助するものとする。 
２ 非常勤講師を充てる授業科目等は、学務委員会において定めるものとする。 
（委嘱） 

第４条 知事は、茨城県立医療大学教員選考規程（平成７年医療大訓第２３号）第２条から第５条までの

規定のいずれかを満たす者で、原則満７０歳未満の者を非常勤講師として委嘱する。 
２ 前項の委嘱は学長の専決とし、主管課長へ合議するものとする。 
３ 非常勤講師の選考にあたっては、学務委員会からの推薦により当該非常勤講師の経歴・業績、専攻分

野等を大学運営会議が審査し、その結果に基づき教授会に報告するものとする。 
（任期） 

第５条 非常勤講師の任期は、１年以内とし、再任を妨げない。 
（勤務条件） 

第６条 勤務日、勤務時間及び勤務箇所等については、授業時間割等に基づき学長が定める。 
（退職又は解職） 

第７条 知事は、非常勤講師が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。 
(1) 自己都合により、退職を申し出たとき 
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないとき 



(3) 職員としてふさわしくない行為があったとき 
(4) その他学長が必要と認めたとき 

２ 前項の解職は第４条第２項及び第３項を準用するものとする。 
（服務） 

第８条 非常勤講師は、次の事項を遵守しなければならない。 
(1) 学長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念すること。 
(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。 
(3) 茨城県の非常勤職員として、信用を傷つけ、又は不名誉な行為をしないこと。 
（報酬及び費用弁償） 

第９条 非常勤講師に対する報酬は、別表のとおりとする。 
２ 非常勤講師に対する費用弁償は、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和２

７年茨城県条例第５５号）に基づき支給する。 
（公務災害補償等） 

第１０条 非常勤講師の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、議会の議員その他非常勤の職

員の公務災害補償等に関する条例（昭和４２年茨城県条例第３８号）等の定めるところによる。 
付  則 

この要綱は、平成７年４月１日から施行する。 
付  則 

この要綱は、平成８年４月１日から施行する。 
付  則 

この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 
付  則 

この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 
付  則 

この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 
付  則 

この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 
付  則 

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 
付  則 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 
付  則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 
付  則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 
付  則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
 付 則 
この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
 付 則 
この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 
 付 則 
この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 



 付 則 
この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 
別表（第９条関係） 

区    分 １時間あたり報酬額 
大学卒業後２０年未満の者 ６，３５０円 
大学卒業後２０年以上の者 ６，４００円 

備考 
(1) 大学卒業後の年数計算は辞令交付日現在で行う 
(2) 大学を卒業していない者にあたっては、その経験年数・年齢等を勘案し、他の非常勤講師との均衡

を図ること 
(3) 大学における授業時間は、１コマを２時間として計算すること 
 付 則 
この要綱は、令和５年１０月１日から施行する。 


